
コロナ禍の中、エネルギー、物価の高騰は生活衛生営業者の経営に大き
な影響を与えていることから、事業継続や経営再建等に取り組む生活衛生

営業者の皆様の相談に専門家がお応えします。無料の「融資・支援策利
用・経営」等に関する相談会を開催し、各種申請手続き等を支援します。

FAX（裏面の申込書）又は電話により、事前にお申込みください。

日 時 : 午後１時３０分 ～ ４時３０分

相談料 : 無料 相談時間：60分

相談員 : 経営コンサルタント、税理士、中小企業診断士、行政書士、経営指導員、

日本政策金融公庫職員（※融資の相談：９月の総庁会場のみ）

８ 月 ～１０ 月

対象者 生活衛生営業者

令和 ５ 年

● 融資（設備・運転資金）

● 各種支援策の利用・申請等（持続化補助金、業務改善助成金等）

● デジタル化対応相談（デジタル活用、ＩＴ導入補助金等）

● 事業承継に関する相談

● 税制活用相談（中小企業投資促進税制、インボイス制度等）

●コロナ禍におけるその他経営相談

無 料
[予約制]

美容・理容・浴場・映画・
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ ・旅館ホテル

中華・喫茶・飲食・料理・
社交・食肉・鮨・食鳥肉

公益財団法人 岐阜県生活衛生営業指導センター
〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-12 県シンクタンク庁舎3F ☎ 058-216-3670

午後１時３０分～

午後２時３０分～

午後３時３０分～

総庁会場

西濃総合庁舎
1-1会議室

中濃総合庁舎
１北会議室

恵那総合庁舎
５Ｃ会議室

飛騨総合庁舎
厚生１会議室

大垣市江崎町
４２２－３

美濃市生櫛
１６１２－２

恵那市長島町正家
後田１０６７－７１

高山市上岡本町
７－４６８

℡0584-73-1111 ℡0575-33-4011 ℡0573-26-1111 ℡0577-33-1111

８月 ２２日（火） ８日（火） １日（火） １７日（木）

９月 ２６日（火） １２日（火） ５日（火） ２１日（木）

１０月 ２６日（木） １０日（火） ５日（火） １９日（木）

岐阜会場 県シンクタンク庁舎 ３－１会議室

８月 ２日 ９日 １６日 ２３日 ３０日

９月 ６日 ２０日 ２７日

１０月 ４日 １１日 １８日 ２５日

※毎週水曜日（9月13日を除く。）
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